２０２５年１２月１５日

役員立候補者募集告示
一般社団法人全日本船舶職員協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役員候補者選考委員会委員長

　一般社団法人全日本船舶職員協会は、役員（理事・監事）の任期が2年となっており、現役員の任期は2026年度通常総会をもって終了いたします。

　そのため、以下の要領で候補者を公募して2026年6月に予定される通常総会において新役員を選任することを下記の通り告示いたします。
記

募集要項
１．立候補資格 （役員候補者選考規則、第8条）

正会員で、会費を3年以上未納となっていないこと。
　２．募集する役員の種類 （定款、第24条、役員候補者選考規則第4条、第5条）
　　　理事10名以上15名以内（役員候補者選考規則第8条2項の3名を含む）。
監事2名。

　　　役員候補者選考規則第4条により、次の立候補区分から理事及び監事の立候補者を募ります。
（１）富山高等専門学校商船学科卒業者
（２）鳥羽商船高等専門学校商船学科卒業者
（３）弓削商船高等専門学校商船学科卒業者
（４）広島商船高等専門学校商船学科卒業者
（５）大島商船高等専門学校商船学科卒業者
（６）上記を除く本協会の正会員
区分毎の立候補定員に満たない時、または超過した場合は役員候補者選考委員会が理事会で決めた各推薦数（理事2名、監事は輪番制）を基に調整させていただきます。
３．募集期間

　　募集開始　　　2025年12月15日（月）
募集締め切り　2026年  1月19日（月）
（立候補届は締切日までに全船協本部に必着のこと。）
４．立候補届の書式並びに提出先
別紙書式若しくは、同書式記載の項目を記載した文書・電子メール・FAXなど
記録に残る方法により提出してください。
役員に当選するためには、全会員数の過半数以上の得票が必要です。
会員が投票しやすいよう自らの立候補の抱負や意見を記入してください。

　宛先　
郵便　〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-7-12　清話会ビル2階B室
（一社）全日本船舶職員協会　役員候補者選考委員会委員長　宛
電子メール　honbu@zensenkyo.com
ＦＡＸ  03-3230-2653

５．役員選考の流れ

　　　役員選考の流れは、役員候補者選考委員会により立候補者を確定し、その名簿を
3月開催予定の第3回理事会に総会の議案として提案されます。この理事会決定を
受けて総会議案として5月早々に全会員に通知いたします。会員は、この立候補者に
投票してください。投票方法として、次の方法があります。

1 総会（6月）に直接参加して各候補者に投票する場合。

2 総会に参加できないので書面評決を行う場合。

　　議案書に同封された投票用紙に、各候補者への投票を行い（書面評決）本部に
送付する。この意思表示はメールやFAXなど電子的方法でも良い。
3 総会に参加できないので、代理の人に代理出席してもらい投票する。

4 総会に参加できないので委任する。

総会に参加する会員に委任し、投票を委任者の意思にゆだねる。

　　　総会で得票の多い順に当選者が選任されます。

　　

６．会長・副会長・専務理事の選出

選任された理事により、総会後臨時理事会を開催し互選により、
会長・副会長（2名以内）・専務理事（1名）を選定します。この3役は定款上の
業務執行理事となります。
参 考 資 料

立候補届　
　２０２５年１２月１５日～２０２６年１月１９日

役員の任期・報酬・職務など

１．役員の任期（定款第２８条）

選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する通常総会の時までと
する。再任は妨げない。
　２．役員の報酬（定款、第３０条）

　　役員は無報酬とする。但し、常勤の役員には、その職務執行の対価として報酬を
支給することができる。また、役員には職務を執行するに要する費用を支払うこと
ができる。
３．理事の職務（理事会運営規則、第１５条）

　　　理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
（１）
法令に定める事項
①
本協会の業務執行の決定
②
代表理事（並びに業務執行理事）の選定・解職
③
総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
④
重要な財産の処分及び譲受
⑤
多額の借入
⑥
重要な使用人の選任・解任
⑦
従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑧
内部管理体制の整備
⑨
定款第３1条に規定する理事の取引の承認
⑩
事業計画書及び収支予算書等の承認
⑪
事業報告及び計算書類等の承認
⑫
その他法令に定める事項
（２）
定款に定める事項
①
規則の制定、変更及び廃止
②
会長、副会長、専務理事の選定・解職
③
公益目的不可欠特定財産の維持、管理及び処分の決定
④
基本財産の維持、管理及び処分の決定
⑤
委員会の設置・運営に必要な事項の決定
⑥
定款第３2条の責任の一部免除
⑦
その他定款に定める事項

（３）
その他重要な業務執行に関する事項
①
重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
②
重要な事業その他の争訟の処理
③
その他、理事会が必要と認める事項

　４．理事会の種類及び開催(定款、第３７条)

１　理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
２　通常理事会は、毎事業年度4カ月以上の間隔で2回以上開催する。
３　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（１）会長が必要と認めたとき
（２）会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に
招集の請求があったとき
（３）前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間
以内の日を理事会の日とする理事会招集の通知が発せられない場合に、
その請求をした理事が招集したとき
（４）第27条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、　　又は監事が招集したとき
４　理事の理事会への委任や代理出席は、できない。
５．監事の職務・権限（定款、第２７条）

　　　監事は、次に掲げる職務を行う。
（1） 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成すること
（2） 本協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る
計算書類及び事業報告等を監査すること
（３）総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること
（４）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれのあると認める
とき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が
あると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること

（５）前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する
こと。ただし、その請求があった日から5日以内に､その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、
直接理事会を招集すること
（６）理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを
調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める
ときは、その調査結果を総会に報告すること
（７）理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する
行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為に
よって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し
その行為をやめることを請求すること
（８）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
立　候　補　届

一般社団法人　全日本船舶職員協会

　役員候補者選考委員会委員長　 　殿

役員候補者選考規則第10条に基づき、2026年役員選挙への立候補をお届けします。

　年　　月　　日

	項　目
	内　　　容

	立候補する役職
	　理　事　　　監　事　　（どちらかに○印）

	立候補者名
	

	会員番号
	

	自宅住所
	

	経歴（学歴）


	

	抱負・意見

	

	生年月日
	

	連絡先
	電話
	

	
	FAX
	

	
	E‐mail
	


氏名　　　　　　　　　　　　印
立　候　補　届（推薦）

一般社団法社　全日本船舶職員協会

　役員候補者選考委員会委員長　 　殿

役員候補者選考規則第10条に基づき、2026年役員選挙への立候補者の推薦をお届けします。

年　　月　　日

	項　目
	内　　　容

	立候補する役職
	　理　事　　　監　事　　（どちらかに○印）

	立候補者名
	

	会員番号
	

	自宅住所
	

	経歴（学歴）
	

	推薦理由


	

	生年月日
	

	連絡先
	電話
	

	
	FAX
	

	
	E‐mail
	


　　　　　　

推薦者
氏名　　　　　　　　　　　印

推薦者　　　氏名　　　　　　　　　　　印
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